
令和７年度プレコンセプションケア啓発のための若者向け健康教育動画の
制作業務委託仕様書


１　業務の名称
令和７年度プレコンセプションケア啓発のための若者向け健康教育動画の制作業務

２　業務の目的
滋賀県では、出生数の減少、望まぬ妊娠や10代の人工中絶割合の増加、赤ちゃんの10人に1人が低出生体重児、不妊治療の増加という深刻な課題がある。これらの課題の解決のためには、若い世代の男女がより健康になり、より健全な妊娠・出産のチャンスを増やし、次世代の子どもたちをより健康にするための教育、妊娠を前提としたヘルスケア（＝プレコンセプションケア）が重要である。プレコンセプションケアの言葉や考え方は、近年になり重要性が言われるようになり、若者に十分に浸透していない。
若者向けのプレコンセプションケアに関する健康教育動画を作成し、効果的に周知・啓発を行う。

３　業務委託の内容
次のことに留意の上、プレコンセプションケアの周知・啓発の動画を企画・制作する。
　　　（１）必ず表現する事項
　　　・次に示す10テーマに関する動画を作成する。
1 妊娠　②ＡＭＨ検査　③妊娠・出産に大事な栄養（痩せ、肥満を含む）
④感染症　⑤ワクチン接種の大切さ　⑥運動と睡眠　⑦かかりつけ医をもつ大切さ
⑧薬物・アルコールの影響　⑨慢性疾患と妊娠・出産　⑩ライフプランを考える

　　　（２）企画・制作に当たっての留意事項
　　　・表現する事項は、意味が変わらない範囲で、表現の仕方を変更してかまわない。
・上記２に記載の目的を達成できるよう、言葉や表現方法を工夫すること。
・１テーマ当たり５分以内を目安とすること。
・プレコンちゃん（県作成のキャラクター）を活用すること。

４　納品するもの、納期限
上記３については、下記のとおり納品すること。
	用途
	形式・本数
	納品先

	県ホームページ配信用
	mp4形式にしたDVDを１枚
	滋賀県こども若者部
子育て支援課
（大津市京町4-1-1）


納期限：令和８年３月20日（金）

５　業務完了報告
上記４に示す各成果品については、県の検査を受け、合格したものについて納品すること。また、全ての成果品の納品が完了した後は、速やかに業務完了報告書を提出すること。

６　委託料の支払い
委託業務の完了後、一括精算払いとする。

７　特記事項
(1)制作は、あらかじめ県と調整したスケジュールに基づき行うこと。
(2)制作は、その内容について県と十分協議を行った上で行うこと。
(3)制作は、プレコンセプションケアの専門家の助言を得ながら行うこと。
(4)既製のイラストや、タレント等を使用する場合は、必ず承諾を得てから行うこと。
(5)業務履行に際し、他の者の著作物を利用する場合は必ず許諾を得ること。万一、著作権上の問題が生じた場合には、委託者に不利益が生じないように受託者においてこれを処理すること。
(6)制作した健康教育動画については、この委託業務にかかる契約期間満了後についても、特に期限を定めず本県が行う周知・啓発に使用するため、そのために必要な著作権にかかる手続等については受託者においてこれを処理すること。また、これにかかる著作権使用料については今回の契約金額に含むこと。
(7)本仕様書の中に示す周知・啓発のほか、本事業で制作した健康教育動画を使用した周知・啓発を行う場合があるので、制作者は滋賀県に対して必要なデータや写真、資料などの情報を提供すること。
(8)この契約に基づく成果物の著作権は、成果物の引渡しと同時に、滋賀県に譲渡されるものとする。
(9)その他、本業務を遂行するに当たって必要な事項については、協議の上、決定する。
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